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平成21年11月１日から値下げを請求している。土地賃借料は、もともと組合が払う店舗家賃と公社の支払う地代が均衡

する形で関係は維持されてきた経過がある。

【図6.2.1.五条問屋町団地の概要】
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6.2.2.課題

監査人は、五条団地の契約関係につき、経緯や金額の妥当性等を詳細に検証してきたものの、民間団体との間の契約

であるため、最終的には、やむなくその証跡を大幅に削除することとした。土地及び店舗の賃貸借料の状況等について

閲覧した結果、以下のような課題があると考える。
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五条団地は昭和30年に京都府の地域活性化の一環として建設した経緯があり、地代や店舗賃料の決め方につき、両者

を均衡させる形で維持されたため算定根拠があいまいなまま経過してきたと推測される。

今回の地代改訂請求は、店舗収入が見込めなくなった事態を考慮し、収支改善も１つの目的としてなされたものと考

える。

しかし、平成９年から21年まで12年間もの間、路線価（地価）が著しく低下する状況において、全く何もアクション

を起こさなかったことは極めて遺憾であり、府民感覚ではこのようなことは考えられず、公社の不作為による損失が発

生している。これらは平成９年から平成21年の間の地代改訂に係る資料（内部資料を含む）が一切なかったことより明

らかと考える。

地代水準は、土地の上に建設された建物の収益状況によって直接的に影響を受けるものではない。当然のことながら、

周辺賃貸物件の収益率が低下すれば、近隣の土地価格が下落し、ひいては地代水準に影響することは事実であるが、そ

れは間接的なものである。地代は、その土地を使用収益することに対する対価であるから、賃借人が土地の上に建設さ

れた建物を賃貸しようと、自己使用しようと、地代には影響しない。その意味で、建物家賃状況と直接リンクするかの

ような公社の回答は非論理的であると考えたが、高等裁判所では全く異なった意見が判示されており注目された（東京

高判平14・10・22 判時1800-3）。前提条件も考慮すれば、五条団地の例にこの考え方があてはまるか否かについては、

監査人は門外漢であり判断できないが、少なくとも、監査人のような考え方以外の理論が出現したことは間違いない。

今後、一刻も早く地代改訂を決着させ収支改善を図らなければ、年々損失がふくらむ一方である。組合から土地の明

渡しの打診を受けているということであるが、五条団地の場所は京都市の中心地に位置していることより、そのような

地価の高い（利用価値の高い）場所に公的住宅を維持する必要性は小さく、建物が老朽化していることも考え併せると、

明渡しも前向きに検討するべきであると考える。

6.3.鬼の里ウッドタウン

6.3.1.概要

鬼の里ウッドタウンは、平成４年に公社が大江町より土地を買収し行なった分譲事業（全31戸）である。当初は分譲

住宅として販売を開始したが、売却が順調に進まず、売れ残った10区画について平成19年より分譲方法の見直しを行な

い、団地既住者や地元住民への低額な優先譲渡を行なった。現在も１区画が売れ残っている。

6.3.2.分譲経過

平成４年度 用地11,523.98㎡を大江町に委託して買収。

平成５年度 宅地造成工事（全31戸）

平成６年度 第１期分分譲開始（３戸）

平成７年度 第１期２次分譲開始（５戸）

平成８年度 第２期からオプション、セレクション、間取変更導入し、平成13年度第５期までに合計21戸を分譲。（残

り10区画）

平成13年度 価格、プランの見直しを行い販売促進するも応募者なし。

平成15年度 分譲方法の見直し、プレハブメーカー導入、価格の見直し地元住民に説明 計３回

平成16年度 第６期分譲開始 応募者なし。

平成17年度 台風23号「被災者支援利子補給制度」のＰＲ、新たにチラシを作成し、自衛隊駐屯地宿舎、大上朝Ｕター

ン広場等の各住戸「大江町出身者の集い」参加者への配布、大江町広報誌などの販売活動に努めるも分譲

契約に至らず。

平成18年度 福知山管内の関係機関に、河川改修事業等公共事業に係る移転補償の代替用地としての活用を依頼するな

どの販売活動にも努めたが契約に至らず。

平成19年度 住環境の形成や街づくりの点に配慮し、団地既住者や地元への優先譲渡を実施し、５区画を譲渡した。

（残り５区画）

平成20年度 団地既住者や地元住民へ優先的に譲渡することを基本に、対策を強化し２区画を譲渡した。（残り３区画）

平成21年度 １区画を譲渡した。（残り２区画）

平成22年度 １区画譲渡（残り１区画）（10月現在）
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6.3.3.契約状況一覧

【表6.3.3.鬼の里ウッドタウン契約状況一覧表】
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6.3.4.優先譲渡（低額譲渡）の状況

【表6.3.4.鬼の里ウッドタウン売れ残り土地譲渡代金内訳精算表】

※上記売れ残り10区画の取得原価は6,200万円である。

平成19年以降の売れ残り区画の低額譲渡につき、譲渡価額と固定資産税評価額を比較すれば、いかに安価で処分され

たかがわかる。【表6.3.4.】の申込画地番号２・７・17の３画地は固定資産税評価額の半値以下で処分されており、優

先譲渡９件の総額で見ても固定資産税評価額の68％で売却している。

通常、固定資産税評価額の70％以下の販売価格であれば、販売努力を要せず売却できると思われる。一般企業がその

ような価格で処分することは考えられず、営業努力によりせめて固定資産税評価額程度で売却するべきであったと考え

る。

6.3.5.トータル収支

公社資料によれば、鬼の里ウッドタウンのトータル収支は以下となる。

【表6.3.5.鬼の里ウッドタウンの収支（トータル）】

多額の損失を計上した結果となっている。

6.4.下鴨北芝町公舎

6.4.1.概要

公社では平成６年９月（第１期分）及び平成８年３月（第２期分）に完成した公舎を京都府に賃貸していた。第１期

分については、平成20年12月に京都府との賃貸契約期間が終了し、当初の契約条件に基づき京都府に無償譲渡した。ま

た、第２期分についても平成22年12月に同様に無償譲渡している。

この取引は、京都府の依頼により、京都府の所有する土地に公社が京都府の公舎を建設し、完成後所有権を公社名義
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において登記し、これを京都府に対して賃貸し、賃貸期間満了後、京都府に無償譲渡するというものである。京都府は

公社へ当該土地を賃貸借契約の期間満了の日まで無償で貸し付け、建物の賃借料は実際は建物建設費用及びそれに付随

する諸費用を計算し、その金額を10年間で支払うというスキームであった。当契約は第１期分及び第２期分について平

成16年４月に契約を再締結（当初契約は廃止）し、賃貸借期間を延長し15年間での支払となっていた。支払総額は第１

期分49,200万円、第２期分45,200万円である。

6.4.2.検討

当該取引は、本来、京都府が自らの資金で公舎を建設すべきものと考えるが、建設初年度で多額の資金を要するため、

公社を利用し資金借入を回避するとともに支払を分割しているものである。

公社は、京都府と独立した法人であり京都府と一体の組織として認識していないと主張されるが、この取引を見ても、

100％府出資法人とはいえ、密接な関係であることは明らかである。

公社は昭和25年に住宅金融公庫法の公布施行に伴い、財団法人京都府住宅協会として発足し、昭和40年に地方住宅供

給公社法の公布施行とともに組織を変更し、京都府住宅供給公社として新発足している。したがって、公社は地方住宅

供給公社法第１条に記載されている目的「地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする

勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金と併せて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用

に供する宅地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」に合致する事業を

行うべきものと考える。

6.5.住宅相談事業

6.5.1.概要

公社では、住宅に関する悩みの相談に関して京都府住宅相談所の無料住宅相談として下記のような相談事業を行なっ

ている。一般相談として府ＯＢ、公社プロパー職員が相談を受けるほか、予約制により弁護士の法律相談と建築士によ

る建築相談を行なっている。なお、これらの相談は、相談を受けた各種トラブルや悪質業者等につき具体的に対応する

ものではなく、相談者に対して各種情報の提供や法律的、技術的アドバイスを主な業務とするものである。

一般相談

日時（平成22年３月31日まで）

月曜日～金曜日の９時～16時30分

※祝日、年末年始は除く

（平成22年４月１日から）

月曜日～金曜日の９時～12時／13時～17時

※祝日、年末年始は除く

相談方法 電話または来所

法律相談（要予約）

日時 毎週木曜日の13時30分～16時30分

※祝日、年末年始は除く

相談方法 来所

建築相談（要予約）

日時 第１・第３火曜日の13時30分～16時30分

※祝日、年末年始は除く

相談方法 来所

所在地等

所在地 京都市上京区出水通油小路東入る

京都府西別館２階 京都府住宅供給公社内

6.5.2.相談実績

相談実績は以下のとおりであり、件数のなかには電話による相談も含まれている。

法律相談は弁護士に１日（13時30分～16時30分）22,000円で、また、建築相談は建築士に15,000円で委嘱している。



127

京 都 府 公 報 号外 第23号 平成23年４月28日 木曜日

【表6.5.2-1.住宅相談の実績】

単純に委託費を相談総件数で割れば１件当たりのコストが算出できる。

【表6.5.2-2.住宅相談１件当たりのコスト】

6.5.3.課題

相談件数が年々減少してきており、21年度では16年度の半分程度になっている。相談件数の減少原因を分析するとと

もに費用対効果を考慮し、住宅相談のあり方を再検討することが望まれる。

京都府では「相談事業は単に件数のみが評価の対象ではなく、相談者である府民がいつでも気軽に相談できる窓口と

して、現在のような常設の相談機関の存在が重要であり、これを確保するための一定の人員とそれに伴う費用も必要と

考える。平成21年度から委託費も減額し、一定の対応を図ってきているところである。」とのことである。しかし、た

とえば21年度一般（府営住宅・法律）の相談件数2,404件に対し、常勤の電話相談員２名で対応している。年間200日の

稼働と仮定しても１日平均の相談件数は12件であり、１人当たり件数は６件となる。１日常勤し平均６件の電話相談を

受けている、換言すれば、電話相談員は１時間に平均１回も相談を受けていないことになる。すこぶる不経済と言わざ

るを得ない。一概に件数のみで判断できるものではないが、やはり相談事業全体につき見直しをして、効率的な事業と

しなければならないと考える。

７ 各住宅毎の収支管理の必要性について

7.1.現状

京都府では、各団地別の収支実績を算出する管理は実施していない。その理由につき京都府は、「①管理システム上、

各団地別の収支実績を把握することが困難なこと、②住宅施策は住宅困窮者に対して住宅を供給することが目的であり、

採算管理することが主目的ではないということ、③各団地の存在の意義は、人口動向や需要の有無からは常に管理して

おり、ストック活用計画で留意していること、④収支実績だけでは測定できない事情もあること、⑤住宅施策の合計で

管理すれば収支状況は把握でき、各団地別の採算を見ることまでの必要性は感じていないこと、⑥また団地別の収支実

績を算出するのに事務経費がかかり、事務経費とその有効性の観点から団地毎の採算性を把握する必要性は高くないと

考えている」という回答であった。

また、概算ベースでの各団地毎の収支状況資料の提出を依頼したが、作成に相当の時間がかかり報告書の提出時期ま

でには作成できないという理由のため、当該監査において団地毎の収支状況資料を把握できない結果となった。

7.2.団地毎の管理の必要性と検討

京都府の行う住宅施策は民間企業とは異なり、民間では賃借することが困難な住宅困窮者に対して住宅を供給するも
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のであるため、市場と同水準の賃貸料の徴収は不可能である。そのため採算は悪化し、どの団地も採算はとれていない

状況であることは予測される。

しかし、採算が取れていないことと各団地の採算管理をしないことは別問題である。公的機関の住宅政策の必要性及

び意義は充分にあり、そのことに関しては疑う余地もない。また、福祉政策の側面があるため、採算が取れていないこ

とに対する批判をするつもりもない。

住宅施策は、団地の新設・建替で長期間及び多額の資金を要する特徴を有する。それだけに新設や建替等の意思決定

を行うにあたり、慎重な判断を必要とする事業である。団地を新設するのか、建替するのか、集約するのか、あるいは

用途廃止するのか、の意思決定を行う場合、様々な角度から検討することが要求される。京都府は、個別の住棟毎の管

理でなく、府内全域にある府営住宅全体としての管理をしているという主張をされているが、各団地を取り巻く環境は

様々ですべて異なる条件で存在しているといっても過言ではない。このことから地区別での個別事情を把握する意義は

充分に有している。個別事情を把握する必要性がある以上、収支情報は不必要である、という主張に合理性はないと考

える。

また、住宅施策には公平性を担保することも要求される。つまり、民間住宅に住んでいる人々が、不公平感を持たな

いような施策も必要とされる。住環境はさほど変わらないにもかかわらず、民間で賃借している住宅住居者は、市場の

水準にあった家賃を支払っているのに対し、府営住宅は低額な家賃で住むことが可能であるという矛盾も可能な限り回

避しなければならない。つまり、住宅困窮者に対する手当が必要な一方で、過度な手当とならないような施策が求めら

れるのである。上記のような住宅施策の特質から、支援状況を把握するために団地毎の収支状況は不可欠である。

団地毎の収支実績の把握という地域別情報を把握することに充分な意義を有するといえる。

今後、地方自治体に関する財務書類の作成はより精緻な情報が求められる。今後は固定資産台帳の整備を実施し、収

支システムの入替の時期に団地毎の採算管理が可能な体制の構築を目指すべきであると考える。

８ 居住面積水準と建築費の縮減

8.1.居住面積水準

府営住宅においては、平成10年に出された「公営住宅企画設計指針」を参考に最低居住面積水準と誘導居住面積水準

の間で、居住面積水準を設定している。住戸と世帯人数の乖離が起きても入居者の移転は容易ではないので、型別の細

分化及び単身者専用住宅の建設を避けて住戸の型別を考えている。なお、京都府の全世帯における誘導居住水準達成率

は、平成15年の「土地・住宅統計調査」結果では48.8％となっている。

【表8.1.居住面積水準と住戸面積タイプの例】

国の住生活基本計画に定める住居面積水準

※10歳未満の世帯人員がいる場合は、人数・年齢によって定められた面積を減ずる。

公営住宅企画計画指針に基づく住戸面積タイプの例
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8.2.近年建設住宅の状況

【表8.2.近年建設住宅の状況】

上記資料より、平成11年度から18年度に建替えを行った団地は、２ＤＫの住戸専用面積は概ね55㎡程度、３ＤＫ住戸

専用面積は概ね70㎡となっている。

これらの住戸専用面積は【表8.1.】の都市型誘導居住面積に近いものとなっている。

監査人の現地視察の感想としても、公営住宅は住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸するものであるの

に、この時期に建設された公営住宅の居住面積は、一般の民間企業の建設するものと同程度の規模であり住宅ニーズが

多様化する中では、バリアフリー化対応も踏まえた居住水準が必要であることは理解できるが、京都府の財政状況やコ

スト縮減等を考慮すれば、都市型誘導居住面積までを求めることは適切でないと考える。

一方、上表より宮津市内の平成18年度、19年度に建設された明石団地（第２期）では、住戸専用面積が２ＤＫで52.6

㎡、３ＤＫで61.9㎡と縮小されていることがわかる。これは、コスト縮減対策として、試行的に住戸プランの検討を図
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ったものである。平成19年３月に策定された「京都府営住宅ストック総合活用計画」（第二次）では、住居面積の見直

しを図り、最低居住面積水準と都市型誘導居住面積水準の間で、現在の居住面積水準としたものである。

なお、常（舞鶴）、堤（京丹後）、湯田（京丹後）、はストック総合活用計画（第二次）の策定前の事業である。

百合が丘（京丹後）はストック総合活用計画（第二次）の策定後の建替え事業であるが、既に入居者と建て替え事業

に係る折衝が展開されており、全体の基本設計および実施設計（１期）も平成16、17年度に完了しており建設に至った

ものである。ただし、２期建設工事については、基本設計が完了しているが、ストック総合活用計画（第二次）に基づ

いて、コスト縮減を考慮した現在の居住面積水準で見直した実施設計により建設されたものである。

8.3.課題

第２期と同じ住戸専用面積とした場合のコスト比は型別住戸の合計面積差（２ＤＫ：３㎡×15戸＋３ＤＫ：8.6㎡×

10戸＝131㎡）×第１期建設工事費約133,000円／㎡＝約1,740万円の縮減となる。住棟の建設工事費は約３億4000万円

であるので、全コストの約５％程度縮減できたということになる。

上記表の全ての団地につき、２ＤＫ50㎡、３ＤＫ60㎡の住戸面積を目安とし、１割程度の住戸専用面積を削減して建

築していたとし、また、建築コストは明石団地の１期をモデルとして133,000円／㎡と仮定すれば、この10年間で縮減

できた建築コストは住戸専用面積の合計40,365㎡×10％×133,000円＝約５億3000万円になる。

今後建設予定の公営住宅については、住宅ニーズやバリアフリー化対応等を踏まえた住宅供給になればそれに応じた

住戸面積が必要となると考えるが、２ＤＫ50～55㎡、３ＤＫ60～65㎡程度の住戸専用面積を目安として設計すべきもの

と期待する。

９ 住戸と世帯人数の乖離

9.1.概要

公営住宅は健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃

で賃貸することにより国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としており、原則として同居世帯につい

て一定の居住面積水準（最低居住面積水準と誘導居住面積水準の間）で住宅を供給しているものである。

したがって、入居申請時は原則として同居又は同居しようとする親族がある方でないと申込資格がなく、また、当然

に同居人数により上記居住面積水準が決められることになっている（【図8.1】参照）。その後の世帯構成や同居者等の

異動については、入居者に随時報告を課しており、また管理人からの報告も受けている。さらに毎年の「収入に関する

申告」時に入居者の氏名や年齢等の申告もしてもらうことにより京都府として概ね把握しているものの、居住面積水準

との関係では考慮されていないように思われる。京都府は「居住面積水準との関係では、特定入居制度を利用すること

で適正な居住面積への移住を進めている。」といわれるが次項の現状をどのように考えておられるのであろうか。監査

人としては不充分と考える。

9.2.入居世帯人数の乖離

主たるファミリー世帯を対象とした２ＤＫ、３ＤＫの間取りの府営住宅につき、世帯人数別の状況を表にまとめれば

以下となる。

【表9.2.２ＤＫ、３ＤＫの府営住宅における世帯人数別の状況】

上表より、驚くべきことは、２ＤＫの住宅の42％、３ＤＫの住宅の19％が１人世帯となっているという現状である。

前述のように、１人世帯の公営住宅企画計画指針に基づく住戸面積タイプは１ＤＫ40㎡程度となっているにもかかわら

ず、55㎡程度の居住面積がある公営住宅の半数近くが、また、70㎡程度の居住面積がある公営住宅の２割近くが１人で

住んでいるということである。当件について、京都府では現在１ＤＫは４戸しかないため、２Ｋや２ＤＫへ特定入居を

指導しており、また、建替時において40㎡の２Ｋを整備し適正な居住面積の必要戸数を確保できるように整備を進めて

いるということである。

しかし、現実問題として、公営住宅は住宅に困窮する人に対して生活安定のため供給されるべきものであるのに、広

々とした住居に低廉な家賃で１人暮らししている方が非常に多いことは異常である。
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京都府としては、当然に同居者のおられない方については１ＤＫ・２Ｋの住宅に移っていただくか、民間住宅へ引っ

越していただき、真に住宅や生活に困窮する方や母子家庭の方、身体障害者の方等が２ＤＫ、３ＤＫの住居を面積水準

に応じて入居できる体制を整える必要がある。

9.3.課題

京都府においては、単に世帯人数が減少したからといって、即、居住面積の減少に短絡的に結び付けておらず、入居

者の障害や家族構成の状況を考慮して特定入居を進めているが、個別具体的に強制調査できる法律上の権限がないため、

入居者の居住権に基づく実情の訴えに対し反証が困難であるため、対応に苦慮しているところである。入居者の世帯構

成等の実情について適時正しく把握できる仕組を検討することが望まれる。なお、このような現況下においても世帯数

が減少した入居者に対しては規程により家賃の増額を図るなど現行法上できうることを実施して間接的ながら対応を図

っているが、効果は充分ではない。

ところで、家賃相当分の生活保護（住宅扶助費）の受給者については、職権による代理納付を実施するため、京都府

個人情報保護審議会に現在諮問中であり（見込みは厳しいようである）、入居者の生活実態の把握に努めているが実効

性については不充分である。このため、現行法の改正が必要との判断の下、全国調査時や近畿ブロック会議及び全国会

議等の機会を捉え他府県と共に法改正を求めている状況である。監査人においても法改正が是非とも必要と考えるため、

京都府においては引き続き改正を求めるとともに、京都府個人情報保護審議会においては世帯主による住宅扶助費（家

賃に対する生活扶助費）の目的外使用による家賃滞納により、やむなく明渡訴訟を求めなければならないといった理不

尽をなくすためにも是非とも職権による代理納付を認めることが望まれる。

10 空家の対応について

10.1.概要

公営住宅の空家としては大きく政策空家と純空家に区別される。政策空家とは、用途廃止、建替・集約、特定入居、

緊急用入居等のために政策的に空家としているものであり、純空家とは入居募集をかける空家である。

空家状況は「第２ 【図4.3.2-1.空家状況明細表】」に記載のとおりであり、平成22年３月末日現在で公営住宅に限

って考えれば（特賃、特公賃除く）以下となる。

【表10.1.公営住宅空家状況】

（ ）は構成比

10.2.政策空家

平成22年３月末日現在の空家住戸に係る状況調査は、政策空家（理由別）等、理由別に把握している。この調査によ

れば、５年以上（60ヶ月以上120ヶ月未満）空家の住居が169件（22％）、10年以上（120ヶ月以上）空家の住居が235件

（31％）ある。すなわち、政策空家として５年以上放置されている物件が５割以上を占めており、これらの政策を適時

に行なえばストック活用により供給できる住居数は400件程度もある。

政策空家の大半は用途廃止（建替を含む）ために募集していないものであり、用途廃止の意思決定から具体的なアク

ションまでの期間が非常に長く、建替については下表のとおり、最近の物件では再入居までに平均８年５ヶ月を要して

いる。強制することは困難であることは承知しているが、空家期間は府民の税金を費消していることでもあり、より短

期間で政策空家が解消するよう、更なる工夫と努力に期待したい。

意思決定からアクションまでの期間を５年以内に行なえば、計算上は400戸程度の公営住宅が供給できることになる。
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【表10.2.募集停止から再入居までに要した年月】

※１ 非現地建替

※２ 前年度までの完成棟で再入居完了しており、再入居年月は一般募集入居年月を示す。

10.3.課題

当件につき、京都府では「現行法上、用途廃止の住宅に入居者がいる場合には、１．入居者が一人である。２．移住

先を斡旋している。３．引越費用の提供を約している。等の特段の事由がある場合以外は強制執行による家屋明渡しは

認められないとするのが判例であり、現行の①移住先を斡旋する。②引っ越し費用の提供を約す。③移住にあたっては

できるだけ既存のコミュニティを崩さない方法を住民アンケートを実施して参考とする、など条理を尽くして説得を図

る方法が唯一の方法であると考える。」とのことである。その方法が真に唯一の方法であるのか、また、唯一の方法だ

としても、①～③の対応をいかに組織的、早急に対処するかのルール等を検討する余地はあると考える。また、上記用

件が成就する場合は速やかに強制執行の法手続きに入ることが望まれる。

11 入居者の選定

11.1.概要

府営住宅への入居基準については4.4に記載のとおりであり、入居者選定に際し、申込資格となる収入基準をクリア

する必要がある。

収入基準のベースとなっているのは、年間総収入金額のみであり、現状では制度上その世帯が有する財産については

全く考慮されない。したがって、仮に世帯主が相続により多額の財産を有していたとしても、直近の収入が少なければ、

公営住宅に非常に低廉な家賃で住むことができる。「8.2.近年建設住宅の状況」に記載のとおり近年建設された公営住

宅は居住面積や設備においても一般民間住宅と遜色ない。抽選に当たれば民間賃貸住宅に住むより非常に有利であり、

財産を有する方の公営住宅への居住もあるものと推測される。

11.2.課題

公営住宅は、収入分位Ⅳ位までの本来入居者の中で住宅困窮度の高い者から入居者を決定するとされているが、住宅

困窮度は収入だけで判断するのではなく資産や家族構成及び障害等を考慮すべきである。財産調査については、全国的

に雇主に照会しても未提出が多く、かつ、国税においても確定申告を要しないものがあるため、資料がない場合が多く、

収入の実態がつかめない状況下にある。

申請時に財産等の資産記入を課すことも考えられるが、京都府はこれにより期待できる申請者減少分に伴う費用を超

える費用が反面調査にかかるため、費用対効果の面から引き合わないのみならず、費用をかけることについて、一般納
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税者から理解が得られないと考えるとの事であった。

調査対象範囲について、権限の付与及び自治体における能力並びに費用対効果の観点からその実効性について全国会

議等で課題提起すべきと考える。

12 住宅資金融資制度

12.1.概要

住宅資金融資制度については、第2.5で記載のとおりであるが、制度概要を表にまとめると以下となる。

【表12.1.京都府住宅資金融資制度の概要】

12.2.融資実績

最近５カ年の融資実績は以下のとおりである。
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【表12.2.過去５カ年の融資実績】

12.3.課題

近年融資実績がほとんどないことにつき、当然に市中金利等その他の情勢を分析し、検討された資料があるものと考

え京都府に資料要求したが、具体的な検討資料は特にない、との回答であった。市中金利とどの程度乖離していたのか、

また、手続上の何らかの理由で制度が使いにくいのか等、制度として存在する以上、充分な検討が必要と考える。

京都府では下記のとおり府民に使いやすい制度への改善を図ったとしている。

① 住宅改良資金について、これまで行ってきた市町村や土木事務所の審査を廃止し、手続きを簡略化（Ｈ18）

② 連帯保証人の条件緩和を行い、金融機関の判断により同居者を保証人とすることを許容（Ｈ20）

③ 条件としている「住宅融資保険」の付保を金融機関の判断により保証会社での保証制度による代用も可とする

（Ｈ21）

上記改善を行ったとしても、Ｈ18以降の実績に著増は認められず、より抜本的な見直しが必要と考える。京都府民全

体を対象とした融資制度であるのに、住宅改良資金でさえ、年間数件から数十件しか利用されていないのであるから、

利用率は限りなくゼロに近く、とても制度として機能しているとは言えない。

京都府は「改良資金融資については、手続きの簡素化や保証人規程の緩和等、制度の改善に取り組んでいるが、建設

資金融資に関しては、市中金利とどの程度乖離していたのか、また、手続き上の何らかの理由で制度が使いにくいのか

等、分析・検討が必要である。ただ、制度としては近年実績が無くても今後の金利情勢の変化、機構融資制度の今後の

状況等により、安心・安全な公的融資としての必要性など、制度を継続することの意義はあるものと考えている」との

ことであるが、近年の実績もない制度について継続の意義は認められず、利用されない原因を明らかにして対応策を検

討するとともに、住宅資金融資制度そのものの抜本的見直しが必要である。
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第１ 外部監査の概要

１ 外部監査の種類

地方自治法第252条の37第１項及び京都府外部監査契約に基づく監査に関する条例の規定に基づく包括外部監査

２ 外部監査のテーマ（地方自治法第252条の37第１項にいう特定の事件）

2.1.選定したテーマ

使用料収入・手数料収入に関する事務の執行について
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2.2.テーマの選定理由

財政健全化に向けては、事業や業務プロセスの見直し等による支出の削減と同様に収入の適切な確保が重要となる。

厳しい経済情勢が続き、税収等が減少する現在、平成22年度当初予算で約90億に上る使用料手数料収入について、利

用者負担の水準の妥当性や適切かつ効率的な事務執行がなされているかを検証する必要があると思料した。さらに、府

民の利便性や公平性の観点も重要であるのは承知しているが、使用料・手数料の徴収コストが収入を上回るような状態

にはないか、という観点も必要と考え、本テーマを選定した。

３ 外部監査の実施期間

平成22年６月８日から平成23年３月９日まで

なお、監査対象期間は、原則として平成21年度とするが、必要に応じて過年度にも遡及するとともに、平成22年度以

降の予算執行等についても言及していることを申し添える。

４ 外部監査の方法

4.1.監査の要点（監査の着眼点）

① 収納事務が関係法令、規則等に準拠しているか

② 社会情勢の変化や、他自治体や民間事例に照らして、利用者負担の水準は妥当か

③ 使用料・手数料の算定は、関係法令等に準拠し、適切に行われているか

④ コスト意識を持って徴収事務がなされているか

⑤ 徴収事務は効率的に行われ、未収金の管理は適切に行われているか

4.2.主な監査手続

① 関係書類の閲覧

所管部署より各種関係書類や資料の提供を受けるとともに、これらの通査・閲覧を通して理解を深めるとともに、

問題点等の検出に努めた。

② 関係者への質問

関係書類等を通じた理解のみでは不充分な点については、所管部署の担当者に対して直接質問をし、回答を得る

という形で監査を進めた。

③ 使用料・手数料徴収事務の現場調査

監査の要諦は「現場確認」にあるといわれるように、監査対象となっている現場の調査は何よりも重要な監査手

続であると理解している。南北に長く展開する京都府の地理的条件から、監査対象となった使用料・手数料徴収事

務実施場所も各地に点在しているが、代表的な徴収事務実施場所に臨場して、その概要を把握するとともに、現場

責任者に対する質問等を積極的に行い、その状況把握に努めるとともに問題点の検出に注力した。

④ 上記の手続を通じて検出された問題点についての改善策の検討

監査の主目的が問題点の検出にあることは言うまでもなく、これは監査の批判的機能と説明されることが多く、

監査の本源的機能である。しかし、監査の機能はそれに留まるものではなく、検出された問題点をどのように改善

するべきかという提案・提言等を行うことも重要な役割である。それは監査の指導的機能ともいわれているが、こ

うした機能にも留意しつつ、可能な限り改善策についての検討を加え、積極的な提案・提言に繋げられるよう努力

した。

4.3.往査の実施状況

上記4.2.③でも述べたとおり、外部監査の実施にあたっては所管部署におけるヒアリングのみならず、実際に使用料・

手数料徴収事務実施場所に赴いて、文字どおり最前線における徴収事務の運営状況を把握することに努めた。

なお、この往査の状況は以下のとおりである。

往査実施機関 往査実施日 往査担当者

宇治総合庁舎

運転免許試験場

港湾事務所

中丹東保健所

川端警察署

平成22年９月２日

〃

平成22年９月６日

〃

平成22年９月16日 ｝包括外部監査人及び同補助者３名
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５ 包括外部監査人及び補助者の氏名・資格

5.1.包括外部監査人

公認会計士・税理士 土江田 雅 史

5.2.包括外部監査補助者

公 認 会 計 士 小 笠 信 弥

公 認 会 計 士 堀 田 喜代司

弁 護 士 吉 田 誠 司

（五十音順）

６ 利害関係

京都府と包括外部監査人ならびに補助者との間には、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害関係はな

い。

第２ 使用料・手数料の概要

１ 使用料・手数料の内容

1.1.使用料

地方自治法第225条では「普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産

の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。」とされており、また、地方財政法第23条には「地

方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公

共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。」と規定されてい

る。

つまり、行政財産の目的外使用、公の施設の利用又は地方財政法第23条の規定に基づく国の営造物の使用の対価とし

て徴収するものを使用料という。具体的には、土地使用料・府営住宅使用料・高等学校使用料などがあり、道路法や河

川法の規定に基づき占用の対価として徴収する占用料も使用料に含まれる。

1.2.手数料

地方自治法第227条では「普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、

手数料を徴収することができる。」とされており、また、同法第228条には「分担金、使用料、加入金及び手数料に関す

る事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定める

ことが特に必要と認められるものとして政令で定める事務について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に

係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければ

ならない。」と規定されている。

つまり、府が行う事務で特定の者のためにするものについて、その役務の対価として徴収するものを手数料という。

具体的には、高等学校手数料・保健所文書手数料などがある。

２ 使用料・手数料の規模

京都府における平成22年度の一般会計歳入の当初予算は、以下のとおりである。
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【図２ 平成22年度当初予算】

（単位：百万円）

【図２ 平成22年度当初予算】のように、平成22年度の一般会計当初予算849,271百万円における使用料・手数料は

9,024百万円、歳入合計の1.1％となっている。

また、平成19年度から平成21年度の一般会計歳入決算額は、以下のとおりである。

【表２ 一般会計歳入決算額】

（単位：百万円）

一般会計歳入決算額における使用料・手数料は、歳入合計額の1.2％から1.5％の範囲で推移している。

なお、平成19年度から平成20年度にかけて使用料・手数料が約15億円程度減少している主な原因は、府立の大学が公

立大学法人化したことによる授業料収入等の減少によるものである。

３ 検討対象使用料・手数料の決定

3.1.使用料・手数料一覧

検証対象とする使用料・手数料を決定するために、平成20年度決算における使用料・手数料の一覧表で検証対象の絞

り込みを行った。

平成20年度における使用料・手数料の一覧は、以下のとおりである。
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【表3.1.使用料・手数料一覧】

≪手数料≫




